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資料 ７
青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画及び添付資料の変更案について

新旧対照表

頁 現 行 見 直 し 案 見直し理由

Ⅲ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去の方法 Ⅲ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去の方法
12 ４ 廃棄物の除去等 ４ 廃棄物の除去等

（１）撤去計画 （１）撤去計画
13 廃棄物の撤去計画は、１１ヘクタールの区域をＡ～Ｆエ 廃棄物の撤去計画は、標高の高いエリアからスライス式 掘削作業中の硫化水素

リアの６区画に分割し、年度ごとに以下のとおり撤去する に掘削することを基本とし、年度ごとに以下のとおり撤去 発生等への対策として、
方針としている。 【図Ⅲ－１５参照】 する方針としている。 【図Ⅲ－１５参照】 掘削方法を見直しする。

ア 地下水の汚染に影響のないＡエリアの一時仮置き場の ア 地下水の汚染に影響のないＡエリアの一時仮置き場の 撤去実績による見直し
堆肥様物約３３,０００ｍ３と中間処理場にある堆肥様物 堆肥様物と中間処理場にある堆肥様物及び汚染拡散防止
約６３，０００ｍ３を平成１５年度から平成１８年度に撤 対策で生じた廃棄物約９６，０００㎥を平成１６年度か
去する。 ら平成１８年度に撤去する。

イ 平成１９年度に中間処理場の跡地を一時仮置き場・選 イ 同左
別場として整備し、本格的な撤去作業を実施する。

ウ 撤去作業は特措法の期限である平成２４年度までに完 ウ 同左
了する。
エ 撤去工程については原状回復事業年度別工事計画【図 エ 同左
Ⅲ－１６】のとおりとする。

（２）処理方法 （２）処理方法
① 処理にあたっては、自区内で処理することを基本とし ① 処理にあたっては、自区内で処理することを基本とす 加熱処理に適さない廃
て、既存の廃棄物処理施設において焼却、焼成、溶融の る。 棄物を適正処理するた
いずれかの加熱処理をする。 め、処理方法を見直し

② 処理方法は、既存の廃棄物処理施設において焼却、焼 する。
成、溶融のいずれかの加熱処理をすることを基本に、そ
の性状及び形状等から加熱処理に適さないものについて
は、廃棄物処理法に基づくそれ以外の適正処理方法のう
ち最も合理的な方法により適正に処理する。

② 処理にあたっては、廃棄物の性状に応じ、許可を有す ③ 同左
る処理業者に委託し、廃棄物処理法の基準にしたがって
適正に処理する。

③ 処理業者の選定は、処理能力、施設の稼働状況等を総 ④ 同左
合的に勘案し、原則的には、入札制度を活用して行う。
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【図Ⅲ－１５】 【図Ⅲ－１５】
27 別添のとおり修正

【図Ⅲ－１６】 【図Ⅲ－１６】






